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（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表 指定居宅サービス介護給付費単位数表

１ 訪問介護費 １ 訪問介護費

イ 身体介護が中心である場合 イ 身体介護が中心である場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 167単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 166単位

⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 250単位 ⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 249単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 396単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 395単位

⑷ 所要時間１時間以上の場合 579単位に所要時間１時間か ⑷ 所要時間１時間以上の場合 577単位に所要時間１時間か

ら計算して所要時間30分を増すごとに84単位を加算した単位 ら計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位

数 数

ロ 生活援助が中心である場合 ロ 生活援助が中心である場合

⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位 ⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 182単位

⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位 ⑵ 所要時間45分以上の場合 224単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合

99単位 98単位

注１ 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員 注１ 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員

、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。 、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。

以下「指定居宅サービス基準」という。）第５条第１項に 以下「指定居宅サービス基準」という。）第５条第１項に

規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問 規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問

介護員等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ 介護員等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ

。）が、利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412 。）が、利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412

号）第３条第１項第２号に規定する厚生労働大臣が定める 号）第３条第１項第２号に規定する厚生労働大臣が定める

者（指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣 者（指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣

が定めるもの（平成18年厚生労働省告示第538号。注９に が定めるもの（平成18年厚生労働省告示第538号。注10に

おいて「居宅介護従業者基準」という。）第１条第３号、 おいて「居宅介護従業者基準」という。）第１条第３号、

第８号及び第13号に規定する者を除く。）が指定訪問介護 第８号及び第13号に規定する者を除く。）が指定訪問介護

（指定居宅サービス基準第４条に規定する指定訪問介護を （指定居宅サービス基準第４条に規定する指定訪問介護を
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いう。以下同じ。）を行う場合にあっては、65歳に達した いう。以下同じ。）を行う場合にあっては、65歳に達した

日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業 日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業

を行う事業者が指定居宅介護（障害者の日常生活及び社会 を行う事業者が指定居宅介護（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉 生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平 サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービ 成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービ

ス等基準」という。）第４条第１項に規定する指定居宅介 ス等基準」という。）第４条第１項に規定する指定居宅介

護をいう。）又は重度訪問介護（障害者の日常生活及び社 護をいう。）又は重度訪問介護（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第12 会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第12

3号）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。注９ 3号）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。注10

において同じ。）に係る指定障害福祉サービス（同法第29 において同じ。）に係る指定障害福祉サービス（同法第29

条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注９に 条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注10に

おいて同じ。）の事業を行う事業所において、指定居宅介 おいて同じ。）の事業を行う事業所において、指定居宅介

護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用し 護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用し

ていた者に限る。）に対して、指定訪問介護を行った場合 ていた者に限る。）に対して、指定訪問介護を行った場合

に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画（指定居宅サ に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画（指定居宅サ

ービス基準第24条第１項に規定する訪問介護計画をいう。 ービス基準第24条第１項に規定する訪問介護計画をいう。

以下同じ。）に位置付けられた内容の指定訪問介護を行う 以下同じ。）に位置付けられた内容の指定訪問介護を行う

のに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 のに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続 ５ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続

き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護 き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護

を行った場合（イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。 を行った場合（イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。

）は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当 ）は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当

該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分か 該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分か

ら計算して25分を増すごとに67単位（201単位を限度とす ら計算して25分を増すごとに66単位（198単位を限度とす

る。）を加算した単位数を算定する。 る。）を加算した単位数を算定する。

（削る） ６ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（指定居

宅サービス基準第５条第２項のサービス提供責任者をいう

。以下同じ。）を配置している指定訪問介護事業所におい

て、指定訪問介護を行った場合は、平成31年３月31日まで
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の間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定す

る。

６・７ （略） ７・８ （略）

８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者 て都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者

に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に 区分に従い、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、特定事業所加算 及び特定事業所加算 加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して(Ⅲ)

を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加 いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな(Ⅴ)

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加 い。

算は算定しない。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

⑸ 特定事業所加算 所定単位数の100分の３に相当す （新設）(Ⅴ)

る単位数

９～13 （略） 10～14 （略）

14 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき 15 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき

、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サ 、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介

ービス基準第５条第２項のサービス提供責任者をいう。以 護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

下同じ。）が指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援 に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第２条第１項に

等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令 規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の

第38号）第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所 介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認

をいう。以下同じ。）の介護支援専門員と連携し、当該介 めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当

護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事 該利用者の居宅サービス計画（法第８条第23項に規定する

業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画（法 居宅サービス計画をいう。以下同じ。）において計画的に

第８条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同 訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った

じ。）において計画的に訪問することとなっていない指定 場合は、１回につき100単位を加算する。

訪問介護を緊急に行った場合は、１回につき100単位を加

算する。

15 （略） 16 （略）

ニ・ホ （略） ニ・ホ （略）

へ 認知症専門ケア加算 （新設）
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に

厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲

げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。

⑴ 認知症専門ケア加算 ３単位(Ⅰ)

⑵ 認知症専門ケア加算 ４単位(Ⅱ)

ト 介護職員処遇改善加算 ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け 賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け

出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を 出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月 行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年３月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算 イからヘまでにより算定した ⑴ 介護職員処遇改善加算 イからホまでにより算定した(Ⅰ) (Ⅰ)

単位数の1000分の137に相当する単位数 単位数の1000分の137に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算 イからヘまでにより算定した ⑵ 介護職員処遇改善加算 イからホまでにより算定した(Ⅱ) (Ⅱ)

単位数の1000分の100に相当する単位数 単位数の1000分の100に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算 イからヘまでにより算定した ⑶ 介護職員処遇改善加算 イからホまでにより算定した(Ⅲ) (Ⅲ)

単位数の1000分の55に相当する単位数 単位数の1000分の55に相当する単位数

（削る） ⑷ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅳ)

0分の90に相当する単位数

（削る） ⑸ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅴ)

0分の80に相当する単位数

チ 介護職員等特定処遇改善加算 ト 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届 の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届
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け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護 け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ 単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他 かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからヘまでにより算 ⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからホまでにより算(Ⅰ) (Ⅰ)

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 定した単位数の1000分の63に相当する単位数

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからヘまでにより算 ⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからホまでにより算(Ⅱ) (Ⅱ)

定した単位数の1000分の42に相当する単位数 定した単位数の1000分の42に相当する単位数

２ 訪問入浴介護費 ２ 訪問入浴介護費

イ 訪問入浴介護費 1,260単位 イ 訪問入浴介護費 1,256単位

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場 ３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場

合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴（ 合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴（

洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。）を実施したときは、 洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。）を実施したときは、

所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

４～８ （略） ４～８ （略）

ロ 初回加算 200単位 （新設）

注 指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪

問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、

利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、

１月につき所定単位数を加算する。

ハ 認知症専門ケア加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所において、

別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次

に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。

⑴ 認知症専門ケア加算 ３単位(Ⅰ)


